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新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の開催について 

 

令和４年４月 28 日 

内閣官房長官決裁 

 

 

 

１．趣旨 

新型コロナウイルス感染症への政府の対応に関する以下の点について意見

を求めるため、「新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議」（以下「会

議」という。）を開催する。 

① 新型コロナウイルス感染症発生以降これまでの、新型インフルエンザ等

対策特別措置法に基づく対応や、保健・医療の提供体制の構築の対応等の

整理及び評価に関する事項 

② 上記の対応に係る中長期的観点からの課題の整理に関する事項 

 

２．構成 

（１）会議は、新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣の下に開催する。 

（２）会議の構成は、別紙のとおりとする。 

（３）会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

 

３．その他 

（１）会議の庶務は、厚生労働省の協力を得て、内閣官房において処理する。 

（２）前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、

座長が定める。 
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（別紙） 

 

新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議  構成員 

 

（五十音順、敬称略） 

 

 

秋池 玲子          ボストン・コンサルティング・グループ マネージング・

ディレクター＆シニア・パートナー 

 

草場 鉄周          日本プライマリ・ケア連合学会理事長 

 

宍戸 常寿          東京大学教授 

 

菅原 晶子     公益社団法人経済同友会常務理事 

 

田中 雄二郎    東京医科歯科大学学長 

 

永井 良三          自治医科大学学長 

 

古市 憲寿          社会学者 

 

若林 辰雄      三菱 UFJ 信託銀行株式会社特別顧問 

 

 

 

 

（座長） 



 

新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議運営要領（案） 

 

 新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議（以下「会議」とい

う。）の運営については、以下のとおりとする。 

 

１．会議は、非公開とする。 

 

２．会議で配布された資料は、原則として、各回の会議終了後、速やかに公表す

る。 

 

３．会議の内容については、各回の会議終了後、事務局がブリーフィングを実施

する。 

 

４．議事録は、本会議の議論の終了後、公表する。それまでの間、各回の会議終

了後、発言者名を付さない形で速やかに議事概要を公表する。 
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これまでの新型コロナ対応の整理について（概要）

コ
ロ
ナ
対
応
の
⼤
ま
か
な
流
れ

Ⅰ 新型コロナウイルスの
毒性、感染⼒等の特性が
明らかでなかった時期

国内外の情報収集に努め
つつ、感染者等を特定隔離
することに重点を置いた対
応を実施（特に、クラス
ター対策）。
特措法を改正。感染が広
がる中初めての緊急事態
宣⾔。外出⾃粛などの
要請を実施。

Ⅱ 新型コロナウイルスの特性や、感
染が起きやすい状況についての知⾒
が深まり、地域・業種を絞った対策を
講じた時期

⻑期化が⾒込まれる中、メリハリの効
いた対策を講じ、重症者や死亡者を
できる限り抑制しつつ、社会経済活動
を継続するよう取り組み。
ウイルスの特性や、初期対応の知⾒
等を踏まえ、感染の再拡⼤を⾒据え
て病床の確保に取り組み。
緊急事態宣⾔に⾄る前から、実効的
な感染症対策を講じるため、まん延
防⽌等重点措置を創設。

Ⅲ アルファ株からデルタ株の変
異株に対応した時期

重症者や死亡者を抑制するた
め、ワクチン接種と治療薬の活
⽤の促進に注⼒。
⼤型連休には、飲⾷店・⼤規模
施設への休業要請など強い⾏
動制限を実施。
夏場には、重症者数が増加し、
コロナ医療以外の⼀般医療も
含め、医療提供体制がひっ迫。

Ⅳ オミクロン株に
対応した時期

オミクロン株の特性
を踏まえた対策の実
施。
ワクチン追加接種を
加速化。
学校・保育所・⾼齢
者施設等での感染
防⽌策・検査を徹
底。
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初
動
・
特
措
法
運
⽤

医
療
提
供
体
制

地
域
保
健
体
制

ワ
ク
チ
ン

検査需要の増⼤に⼗分対応でき
ず、⺠間検査機関への⽀援、医
療機関での検査実施、搬送⽅法
の⾒直し等全国的な検査体制の
整備に継続的に取り組み。
抗原定性検査キットを導⼊。

国際的な研究開発等⽀援事業に
資⾦拠出するとともに、⽇本に
おいても開発⽀援を開始。
海外で販売等が認められたワク
チンを特例承認制度の対象とす
るため、政令を改正。

物
資

医療⽤マスク等の関係事業者等
への増産要請、国や都道府県に
よる備蓄放出、医療機関等への優
先供給。
マスクや消毒液等の転売規制。
布製マスクの全⼾配布を実施。

マスク等の国内⽣産増や輸⼊拡⼤により供給状況が改善した
ため、物資ごとに順次、計画的な備蓄を⾏う体制に移
⾏。マスク等の転売規制を解除。
保健・医療の状況を踏まえ、関係団体にパルスオキシメータの増
産を要請。
医療機関に対する個⼈防護具（PPE）を継続して配布。

酸素ステーションの整備に伴い、酸素
濃縮装置の増産要請、確保、無償貸付を
⾏った。
⾃宅療養者増加に伴い、パルスオキシ
メータも引き続き増産等を依頼。⼈⼯
呼吸器を医療機関に無償譲渡。

⾃宅療養者の増加を⾒越して、パ
ルスオキシメータの更なる安定供
給を依頼、買取保証を実施。
抗原定性検査キットの買取保証を前
提としてメーカーへの増産要請を⾏
い、⼗分な供給量を確保。

ワクチンの接種開始や製薬企業との最終契約に向けて必
要となる法的⼿当を実施。
接種開始に向け、具体的なワクチン接種の枠組みを構築し、
地域の実情を踏まえた接種体制を整備。順次、ワクチンの
特例承認を⾏い、３社とワクチン供給に関して契約。医療従
事者等を対象とした先⾏・優先接種を２⽉17⽇から開始。

追加接種（３回⽬接種）につい
て、接種間隔の前倒しを⾏うとと
もに、１⽇100万回まで加速化する
という⽬標を２⽉中旬に達成。
また、５〜11歳の⼩児に対するワ
クチン接種を開始。

⾼齢者の優先接種を４⽉12⽇から開始
し、７⽉末までに希望する⾼齢者への２
回接種という⽬標をおおむね達成。ワク
チン開発・⽣産体制強化戦略を策定。
10⽉から11⽉にかけて、希望する国⺠
への接種を完了するため、職域接種の
実施等により、更なる接種加速化。

唾液によるPCR検査や抗原定量検査の導⼊のほか、契約
の簡素化を⾏い、医療機関や⺠間検査機関への委託を更に
進めた。
インフル流⾏期を⾒据え、抗原定性検査キットによる検
査を１⽇20万件へ⼤幅に拡⼤。診療・検査医療機関を拡
充。
⾼齢者施設等での集中的検査の取組を開始。

⾼齢者施設等での集中的検査を進める
とともに、抗原定性検査キットの医療機
関、⾼齢者施設、学校等への配布、職
場での活⽤、薬局での販売などの取組を
推進。

⽇常⽣活や社会経済活動の継続のた
め、無料検査事業を実施。
抗原定性検査キットの著しい需要増に
より、市場での⼊⼿が困難。業者に
対して優先順位付けを⾏った流通
を要請（⼗分な供給量の確保後、
当該要請を解除）。

サーベイランス体制を⽴ち上げ、臨
床情報等の収集やクラスター対策
を実施。⼊院調整の都道府県へ
の⼀元化、全庁体制、外部委託
等の⽅針を提⽰。業務負担軽減
や迅速な情報共有のため、HER-
SYSを導⼊。

保健所業務ひっ迫を踏まえ、⼈材バンクIHEATの創設、都
道府県間の応援スキームの具体化、地⽅財政措置による⼈員
体制の強化を実施。これまでの経験等を踏まえ、国・地
⽅、地⽅間の情報連携、都道府県の総合調整権限創設、⼊
院対象者の限定、宿泊療養・⾃宅療養の法定化、⼊院措
置に係る過料の導⼊等、感染症法を改正。
接触確認アプリCOCOAを導⼊。

都市部を中⼼に、救急搬送困難事例や
⾃宅療養者等の増加がみられ、My 
HER-SYSや⾃動架電による健康管
理、地域医療関係者への健康観察等の
委託、市町村と連携した⾷事の配達等
の⽣活⽀援等を実施。

オミクロン株による急激な感染拡⼤によ
り、保健所がひっ迫。
濃厚接触者が急増し、社会経済活
動への影響が⼤きくなったため、
オミクロン株の特性を踏まえ、濃
厚接触者の待期期間を⾒直し、発⽣
届や積極的疫学調査を重点化。

帰国者・接触者相談センターや外
来を中⼼とした相談・検査・受診の
仕組みを構築。
医療提供体制の整備状況等を把
握するため、GｰMISを整備。国
内初の治療薬を特例承認。

フェーズに応じた病床・宿泊療養施設の確保、医療機関
間の役割分担、⼀般医療の確保等について、各都道府県
が「病床・宿泊療養施設確保計画」を策定。インフル流⾏期
を⾒据え、「診療・検査医療機関」を整備。病床確保のた
め、医療機関間の役割分担や医療従事者の確保など病床
確保の実効性確保に継続的に取り組み。

都市部を中⼼に、酸素投与等が必要にも
かかわらず⼊院できないケースが発⽣した
ため、「⼊院待機ステーション」や
「酸素ステーション」の整備、臨時医
療施設の設置などを実施。
中和抗体薬が特例承認され、⼊院や外
来、往診等での投与を開始。

「全体像」に基づき、以下を実施。
・各都道府県における「保健・医療提供
体制確保計画」の策定
・健康観察・診療を実施する医療機関の
拡充
・個別医療機関の病床使⽤率の公表
・⾼齢者施設における医療⽀援の強化
国内初の経⼝薬を特例承認。

武漢市の邦⼈保護や、ダイヤモン
ド・プリンセス号事案に対応。
初動対応では、医療⽤マスク等
の物資の備蓄の不備が顕在化。
特措法を改正。初めての緊急事
態措置で、外出⾃粛などを要
請。

シミュレーション等で得られた知⾒を踏まえてイベント開
催制限など段階的に⾏動制限を緩和。
飲⾷を伴う懇親会、⼤⼈数や⻑時間に及ぶ飲⾷など、感
染リスクが⾼まる場⾯等が提⽰され、政令改正により施設の
使⽤制限等の要請対象となる施設に飲⾷店を追加。
ステージ判断の指標等を踏まえて、緊急事態宣⾔を終
了。特措法を改正し、まん延防⽌等重点措置を創設。

第三者認証制度の活⽤により、適切な
感染対策を講じている飲⾷店に対する
⾏動制限を緩和。より感染⼒・重症化
率の⾼い変異株の特性を踏まえて、業
種別ガイドラインの改訂等を実施。
ワクチン接種の進展等の効果もあり感染
収束したため、緊急事態宣⾔を終了。

感染防⽌安全計画の策定により、
イベント開催制限を緩和。
学校や⾼齢者施設等に対し、オミク
ロン株の特徴を踏まえた感染防⽌策を
講じ、まん延防⽌等重点措置を終了。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨時代
区分テーマ

区分

⽔
際

⼊管法による⼊国拒否とともに、
査証の制限を開始。対象地域を
順次拡⼤。⼊国者の⾃宅等待機
や検査など検疫措置を強化。

ビジネス上必要な⼈材等の往来を可能にするための⼊国の
枠組みを導⼊。⼊国時検査に抗原定量検査を導⼊。
海外でのアルファ株の出現を踏まえ、対策を強化。⼊国後の健
康居所フォローアップ体制の強化に継続的に取り組み。

デルタ株の出現を踏まえ、対策を強
化。オリパラ⼤会の際には、選⼿等⼤
会関係者の⼊国を⼊国者総数管理の外
枠として運⽤。

11⽉末、外国⼈の新規⼊国を停⽌。
オミクロン株の知⾒の蓄積等を踏ま
え、３⽉より⾃宅等待機措置を緩和、
⼊国者総数管理の⽬安を引上げ。


